
恵泉女学園大学 研究活動上の不正行為の防止に関する規程          

                              

（趣旨） 

第 1 条 この規程は、恵泉女学園大学における研究活動に係る行動規範及び恵泉女学園大

学公的研究費の取扱規程に基づき、恵泉女学園大学（以下「本学」という。）における研究

活動上の不正行為の防止及び研究活動上の不正行為が生じた場合に厳正かつ適切に対応す

るための措置等に関し必要な事項を定める。 

（定義） 

第 2 条 この規程において「教職員等」とは、本学に雇用されているすべての者、本学の

施設、設備を利用して研究に携わる者及び本学の学生（研究生その他本学において修学す

る者を含む。）をいう。 

2  この規程において「研究活動上の不正行為」とは、研究の立案、計画、実施、成果の

取りまとめ及び成果報告の各過程においてなされる次の各号に掲げる行為をいう。 

 （1）捏造  存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 

 （2）改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって

得られた結果等を真正でないものに加工すること。 

 （3）盗用  他の研究者のアイデア、分析、解析方法、データ、研究結果、論文又は用

語を、当該研究に携わる者の了解若しくは適切な表示なく流用すること。 

 （4）研究費の不適切な使用  実態とは異なる謝金又は給与の請求、物品購入に係る架

空請求、不当な旅費の請求その他関係法令及び学内諸規程等に違反して研究費を

使用すること。 

（防止計画推進部署） 

第 3 条 最高管理責任者は、全学的な観点から、公的研究費の不正な使用を発生させる要

因に対する防止計画（以下、「不正防止計画」という。）を推進するため、防止計画の推進

部署を指定し、必要な業務を行わせるものとする。 

2  防止計画推進部署は、教育研究支援センター教育研究支援室とし、次の各号に掲げる

業務を行う。 

 （1） 不正防止計画の企画及び立案に関すること。 

 （2） 不正防止計画の推進に関すること。 

 （3） 不正防止計画の検証に関すること。 

 （4） 研究活動上の不正発生要因に対する改善策に関すること。 

 （5） 研究活動上の行動規範の浸透を図るための方策に関すること。 

3  立案した不正防止計画は、統括管理責任者を通じて最高管理責任者の承認を得るもの

とする。 

4  前項は、不正防止計画を改正する場合に準用するものとする。 

 



（不正防止計画の実施） 

第 4条 統括管理責任者は、全学的な観点から不正防止計画の実施に努めるものとする。 

2  統括管理責任者は、不正防止計画の実施に必要な措置を講じるものとする。 

（通報・告発窓口等） 

第 5 条 本学における研究活動上の不正行為に関する通報・告発を受ける窓口（以下「通

報窓口」）という。）を教育研究支援センター教育研究支援室及び学園本部内部監査室に置

く。 

2  通報窓口に職員を置き、教育研究支援センター教育研究支援室の職員及び学園本部内

部監査室の職員をもって充てる。 

（通報の受付） 

第 6条 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者は、通報をすることができる。 

2  通報は、封書、ファクシミリ、電子メール、電話及び面談によるものとし、直接通報

窓口に行うものとする。 

3  通報は、原則として、研究活動上の不正行為を行ったとする教職員等の氏名、研究活

動上の不正行為の態様、その他事案の内容が明示され、かつ不正とする合理的理由が示さ

れていなければならない。 

4  通報窓口は、通報を受けたときは、速やかに統括管理責任者に報告する。 

5  統括管理責任者は、前項の報告を受けたときは、通報の用件の具備を確認の上、速や

かに当該通報の内容を最高管理責任者に報告する。 

6  最高管理責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちに統括管理責任者と当該通報さ

れた事案に係る調査の実施の要否を協議の上、決定する。この場合において、本学以外に

調査を行う研究機関等が想定される場合は、該当する研究機関等に当該通報内容について

通知するものとする。 

（機密保持等） 

第 7 条 通報窓口の職員は、通報内容及び通報者の秘密を守るため、通報を受け付ける場

合は、個室で面談を行う等、又は電話若しくは電子メール等を通報窓口の担当職員以外に

見聞できないような適切な方法を講じなければならない。 

2  通報窓口の職員及びこの規程に定める業務に携わる者は、業務上知ることのできた秘

密を漏らしてはならない。 

3  最高管理責任者は、通報者、当該通報の対象となった教職員等（以下、「被通報者」

という。）通報内容及び調査内容について、調査関係者以外に漏洩しないよう秘密の保持を

徹底しなければならない。 

（通報者の保護） 

第 8 条 統括管理責任者は、当該通報を理由として、当該通報者に対して不利益な取扱い

がなされないように、適切な措置を講じなければならない。 

2  教職員等は通報を理由として、当該通報者に対して不利益な取扱いをしてはならない。 



（調査の機関） 

第 9条 通報があった場合、原則として、本学が通報された事案に係る調査を行う。 

2  被通報者が複数の研究機関等に所属する場合は、原則として、被通報者が通報された

事案に係る研究等を主に行っていた研究機関等を中心に、所属する複数の研究機関等が合

同で調査を行うものとする。 

（調査委員会） 

第 10 条 最高管理責任者は、第 6条第 6項に基づき調査の必要があると認めた場合は、調

査委員会（以下、「委員会」という。）を設置する。 

2  委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。 

 （1） 統括管理責任者 

 （2） 教育研究支援センター長 

 （3） その他最高管理責任者が指名する者 若干名 

3  委員長は、統括管理責任者とする。 

（調査の実施） 

第 11 条 委員会は、指摘された当該研究に係る論文、実験・観察ノート、生データ等の各

種資料の精査、関係者のヒアリング、再実験の実施等により調査を行う。この場合におい

て、研究費の不適切な使用に係る事案のときは、各種伝票、証憑書類、申請書等の関係書

類の精査、関係者のヒアリング等により行う。 

2  委員会は、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき

情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう十分配慮するものとする。 

3  委員会の調査に対し、通報者、被通報者その他当該通報等された事案に関係する者は

誠実に協力しなければならない。 

（調査結果の報告） 

第 12 条 委員会は、調査結果を直ちに最高管理責任者に報告するとともに、当該結果を被

通報者及び通報者に通知し、最高管理責任者は、研究活動上の不正行為が行われたとの認

定をした場合、当該資金分配機関に通知する。 

（不正の事実がないと認定した場合の措置） 

第 13 条 最高管理責任者は、不正の事実がないと認定したときは、次の各号に掲げる措置

を要請するものとする。 

 (1) 委員会が講じた調査時の措置の解除 

 (2) すべての調査関係者へ被通報者の研究活動が適正であることの通知。 

 (3) 被通報者の不利益発生防止策の実施及び名誉回復に係る措置（必要に応じての公表

を含む。） 

 (4) 被通報者の精神面を含めた支援の実施 

 (5) その他必要な措置 

2  最高管理責任者は、研究不正の事実がないと認定されたときにあっても、直ちにこれ



をもって悪意の通報等とみなし、通報者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。 

（研究費の使用中止） 

第 14 条 最高管理責任者は、委員会において研究活動上の不正行為が行われたと認定した

場合は、研究活動上の不正行為への関与が認定された者に対して直ちに当該研究費の使用

中止を命ずる。 

（処分） 

第 15 条 学長は、調査の結果、研究活動上の不正行為と認定された場合は、当該研究活動

上の不正行為に関与した者に対して、恵泉女学園大学就業規則、その他関係諸規程に従っ

て処分をするものとする。 

2  最高管理責任者は、前項により処分を課したときは、当該資金配分機関に対して処分

内容等を通知する。 

（不服申立て） 

第 16 条 第 11 条に基づき不正行為を行ったと認定された者は、その認定に関して理由を

添えて最高管理責任者に不服申立てをすることができる。 

2  不服申立てを行う場合は、調査の結果の通知を受け取った日を起点として 14 日以内

に行わなければならない。 

3  不服申立ての審査は委員会が行う。ただし、不服申立ての趣旨が、委員会の構成等、

その公正性に関するものである場合は、最高管理責任者の判断により、委員会の構成員を

変更して、審査をさせることができる。 

（業者の取引停止） 

第 17 条 学長は、研究費の不正な取引に関与したと認定した業者に対して、取引を停止す

ることができる。 

（公的研究費の管理及び執行） 

第 18 条 公的研究費は、本学において組織として管理するものとし、当該公的研究費に関

し定められた指針等によるもののほか、恵泉女学園大学経理規程及び恵泉女学園大学旅費

規程に準拠して適正に執行するものとする。 

2  公的研究費の執行において、物品等を購入する場合は、不正使用の防止を図るため、

教育研究支援センター教育研究支援室において検収を行う。 

（研修会及び説明会の開催） 

第 19 条 統括管理責任者は、公的研究費の不正使用を防止し、適正化を図ることを目的と

して、教職員等を対象に毎年、研修会及び説明会を開催しなければならない。 

（監査制度） 

第 20 条 公的研究費の監査を行うため、内部監査部門を設置する。 

2  内部監査部門は、庶務課が担当し、公的研究費に関するすべての監査を行うことがで

きる。 

3  内部監査部門は、監査内容に応じて担当以外の教職員等を指名し、専門的な意見を徴



取することができる。 

4  内部監査部門は、監査結果を最高管理責任者に報告するものとする。 

5  最高管理責任者は、監査結果を公表する。防止計画推進部署は、運営及び管理の見直

しを行い、必要に応じて関係者に運営及び管理の改善を指示するものとする。また、

内部監査部門は、改善内容の周知確認も含め監査を実施する、 

6  内部監査部門は、恵泉女学園大学の監査室及び監事と連携して、業務を行う。 

（教職員の意識向上） 

第 21 条 最高管理責任者は、次の各号に基づき、教職員の意識の向上を図らなければならな

い。 

 （1） 研究者個人の発意で提案して採択された研究課題であっても、資金は公的なもので

あり、本学による管理が必要であるという原則を教職員等に浸透させる。 

 （2） 教職員等は、専門的能力をもって公的研究費の適正な執行を確保しつつ、効率的な

研究遂行を目指した事務を担う立場にあるとの認識を学内に浸透させる。 

2  教職員の行動規範は、本学における研究活動に係る行動規範に定める。 

（規程の改廃） 

第 22 条 この規程の改廃は、恵泉女学園大学評議会の議を経て、学長が行う。 

附 則 

 この規程は、2008 年 4 月 1日より施行する。 


